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一般質問皆様の声を 高島市政に

モチベーションを高めるための
　人事評価制度をどのように構築するか

10年間の総括
を受けての今

後

今後３年間程度かけて成熟させたいと考えております。
答

　

機
動
的
な
組
織
編
成
と

人
事
評
価
制
度
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
10
年
間

の
総
括
を
ど
の
よ
う
に
さ

れ
た
の
か
。
こ
れ
か
ら
の

10
年
間
で
は
、
機
動
的
な

組
織
編
成
と
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
高
め
維
持
す
る

人
事
評
価
制
度
を
ど
の
よ

う
に
構
築
す
る
か
伺
う
。

問　
総
務
部
長

答
　

組
織
編
成
に
つ
き
ま
し
て

は
、
限
ら
れ
た
人
員
と
財
源
の

中
で
、
そ
の
時
々
で
最
善
の
取

り
組
み
を
し
て
き
ま
し
た
。
人

事
評
価
制
度
に
つ
き
ま
し
て

は
、
平
成
18
年
度
か
ら
試
行
的

に
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

平
成
26
年
の
法
律
改
正
に
伴

い
、
平
成
28
年
度
か
ら
能
力
・

業
績
両
面
か
ら
評
価
し
た
人
事

評
価
制
度
を
導
入
し
、
こ
れ
を

　

課
題
目
標
を
達
成
す
る
に

は
、
結
果
の
総
括
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

10
年
間
を
総
括
し
て
今
後
ど
の

よ
う
に
取
り
組
む
か
と
い
う
視

点
か
ら
問
う
。

　

市
職
員
が
遅
く
ま
で
残

業
し
て
い
る
。
機
動
的
な

組
織
編
成
に
よ
り
、
他
の

人
の
仕
事
を
手
伝
い
合
え

る
仕
組
み
を
作
り
、
市
職

員
の
ト
ー
タ
ル
の
残
業
時

間
を
削
減
す
る
事
は
出
来

な
い
か
伺
う
。

問　

総
務
部
長

答
　

今
年
度
か
ら
全
所
属
長
を
対

象
に
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
能
力
の
向
上
研
修
を
実
施
し

て
お
り
ま
す
。
個
々
の
能
力
向

上
だ
け
で
な
く
、
職
員
そ
れ
ぞ

れ
が
情
報
を
共
有
・
交
換
す
る

目
的
も
あ
り
ま
す
。
各
部
署
間

の
業
務
支
援
に
は
、
特
に
災
害

時
に
は
全
職
員
が
協
力
し
、
イ

ベ
ン
ト
等
に
つ
い
て
は
、
各
部

で
対
応
を
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相

互
の
共
助
に
て
取
り
組
ん
で
お

り
ま
す
。

廣部　真造 議員

●
10
年
間
の
総
括
を
受
け
て
の

今
後
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

任
用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他
の

人
事
管
理
の
基
礎
と
す
る
事
が

義
務
化
さ
れ
、
今
年
度
よ
り
両

面
で
の
人
事
評
価
制
度
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

人
事
評
価
制
度
に
つ
き
ま
し

て
は
、
評
価
結
果
の
適
正
な
反

映
に
は
課
題
も
多
く
、
今
後
３

年
程
度
を
か
け
、
成
熟
し
た
制

度
と
し
て
確
立
さ
せ
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
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条
例
の
審
査

　

議
第
９
号
高
島
市
公
告
式
条
例
お
よ
び
高

島
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
今
津
支
所
の
改
修

に
伴
う
住
所
位
置
変
更
に
伴
い
関
係
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。
採
決
の
結
果
は
賛
成

多
数
に
よ
り
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
で
し
た
。

　

こ
の
他
、
議
第
10
号
、
議
第
11
号
、
議
第

12
号
、
議
第
13
号
、
議
第
16
号
、
議
第
17
号

に
つ
い
て
は
、
全
員
賛
成
に
よ
り
「
可
決
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

他
、
２
議
案
は
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

し
ま
し
た
。

請
願
の
審
査

●
請
願
第
１
号
高
浜
原
発
の
再
稼
働
前
に
、

避
難
計
画
の
実
効
性
確
保
と
住
民
説
明
会
を

求
め
る
請
願
書 総　務

常任委員会

委員長 吹田　薫

可決
すべき

委員会報告

　

放
射
線
類
は
、
30
キ
ロ
で
止
ま
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
、
現
実
起
こ
っ
た
事
故
で
明
ら
か
で
あ

り
、
市
民
の
願
い
に
答
え
る
た
め
に
、
請
願
を
採

択
す
べ
き
と
賛
成
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
は
、「
賛
成
少
数
」
に
よ
り
「
不

採
択
と
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

●
請
願
第
２
号
「
日
米
地
位
協
定
」
の
抜
本
的
改
正
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
質
疑
で
は
「
日
米
地
位
協
定
」
は
、
国
の
専
管
事
項
で
あ
り
、「
日

米
安
全
保
障
条
約
」
に
も
関
わ
る
内
容
で
あ
る
と
い
っ
た
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

討
論
で
は
、
市
民
は
い
つ
被
害
者
に
な
る
か
わ
か
な
い
状
況
で
あ
り
、
請
願
を
採

択
す
べ
き
と
賛
成
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。
採
決
の
結
果
は
、「
賛
成
少
数
」に
よ
り
、

「
不
採
択
と
す
べ
き
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

不採択とすべき

本会議での討論

反
対

　

地
域
住
民
の
安
全
確
保
の
思
い
は
一
定
理

解
す
る
が
、
再
稼
働
は
国
の
判
断
で
あ
り
、

毎
年
の
原
子
力
防
災
訓
練
と
共
に
、
市
は
さ

ら
な
る
原
子
力
防
災
対
策
の
推
進
に
努
め
て

い
る
こ
と
か
ら
現
時
点
で
意
見
書
を
提
出
す

べ
き
で
は
な
い
。

梅
村
勝
久

高
浜
原
発
の
再
稼
働
前
に
避
難
計
画
の
実
効

性
確
保
と
住
民
説
明
会
を
求
め
る
請
願
書

　

こ
の
冬
の
よ
う
な
大
雪
時
に
事
故
が
発
生

し
て
し
ま
え
ば
、
避
難
は
非
常
に
困
難
に
な

る
。
福
島
原
発
事
故
で
は
47
キ
ロ
離
れ
た
場

所
で
も
住
民
避
難
の
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の

経
験
を
踏
ま
え
た
対
策
と
避
難
計
画
が
不
可

欠
で
あ
る
。

是
永　

宙

賛
成

　

２
６
０
名
の
全
国
の
議
員
に
よ
る
請
願

だ
。
避
難
計
画
が
確
立
す
る
ま
で
再
稼
働
を

行
わ
な
い
で
欲
し
い
。
安
全
対
策
の
説
明
を

求
め
て
い
る
。
過
酷
事
故
が
発
生
す
れ
ば
、

30
キ
ロ
圏
内
に
バ
リ
ア
は
な
く
、
ど
こ
ま
で

飛
ん
で
く
る
か
分
か
ら
ず
市
民
も
不
安
だ
。

福
井
節
子

賛
成

本会議での討論

本会議での討論

反
対

反
対

　

日
米
地
位
協
定
は
、
日
米
安
全
保

障
条
約
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
我

が
国
の
国
防
、
国
交
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
事
情
を
踏
ま
え
て
検
討
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
日
米
地
位
協
定
の

み
を
捉
え
て
高
島
市
議
会
と
し
て
判

断
す
べ
き
で
は
な
い
た
め
、
反
対
で

あ
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
を

推
奨
す
る
が
、
個
人
情
報
保
護
対
策

が
万
全
で
な
い
。
重
大
事
故
も
発
生

し
、
開
始
は
３
ヶ
月
延
期
で
あ
る
。

カ
ー
ド
普
及
率
は
、全
国
で
約
10
％
。

「
憲
法
１
３
条
が
保
障
す
る
個
人
の

尊
厳
を
侵
す
も
の
で
憲
法
違
反
」
と

専
門
家
も
言
う
。

磯
部
亜
希

福
井
節
子

「
日
米
地
位
協
定
」
の
抜
本
的

改
正
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

高
島
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

　

米
軍
人
に
よ
る
事
件
が
続
発
し
、

不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。
全
国
市
長

会
や
議
長
会
も
「
第
一
次
裁
判
権
が

日
本
に
な
い
市
民
の
人
権
と
生
活
の

問
題
」
と
し
て
、
国
機
関
に
要
望
決

議
し
て
い
る
。
米
軍
使
用
の
饗
庭
野

演
習
場
を
持
つ
議
会
と
し
て
、
採
択

願
う
。

　

印
鑑
証
明
書
や
住
民
票
、
戸
籍
証

明
書
な
ど
が
、
支
所
を
含
め
６
カ
所

で
し
か
取
得
出
来
な
い
高
島
市
民
に

と
っ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

あ
れ
ば
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
ど
こ
で

も
取
得
可
能
と
な
り
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
に
繋
が
る
と
考
え
賛
成
す

る
。

森
脇　

徹

大
槻
ゆ
り
子

賛
成

賛
成
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産業建設
常任委員会

委員長 万木　豊

可決
すべき

文教福祉
常任委員会

委員長 大槻ゆり子

委員会報告
可決
すべき

●
高
島
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議

会
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

　

市
内
の
小
学
校
お
よ
び
中
学
校
に
お

い
て
、
い
じ
め
の
重
大
事
態
が
生
じ
た

際
、
事
案
に
よ
っ
て
は
よ
り
独
立
性
の

あ
る
調
査
部
門
が
、
い
じ
め
の
事
実
関

係
を
調
査
し
、
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
既
存
の
「
高
島
市
い
じ

め
問
題
対
策
委
員
会
」
に
調
査
部
会
と

臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
改
正
す
る
も
の
。

　

質
疑
で
は
、
臨
時
委
員
に
つ
い
て
、

「
十
分
な
知
識
ま
た
は
経
験
を
有
す
る

者
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
方
を
言
う
の
か
」「
当
該
い
じ
め
の

調
査
は
も
と
よ
り
い
じ
め
を
根
絶
す
る

た
め
、
関
係
者
が
連
携
を
密
に
し
て
取

り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
な
ど
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　　

採
決
の
結
果
、
付
託
を
受
け
た
６
議

案
は
、い
ず
れ
も
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
昨
年
12
月
定
例
会
に
お
い

て
、
農
業
用
施
設
と
し
て
の
用
途
廃
止

を
議
決
し
た
も
の
。
委
員
か
ら
は
、
今

回
、
財
産
処
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

２
施
設
の
現
状
と
譲
与
に
か
か
る
経
緯

に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
執
行
部
か
ら
は
、
地

元
区
か
ら
譲
与
要
請
と
併
せ
、
屋
根
や

ト
イ
レ
の
修
繕
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
譲
与
に
向
け
て
、
市
内
部
で
の
検

●
財
産
の
処
分
に
つ
き
議
決
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
今
津
椋
川
多
目
的

研
修
集
会
施
設
）

●
財
産
の
処
分
に
つ
き
議
決
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
安
曇
川
上
古
賀
農

機
具
格
納
庫
）

討
お
よ
び
国
・
県
の
関
係
機
関
と
協
議

を
行
い
、
そ
の
後
、
修
繕
工
事
を
経
て
、

今
定
例
会
に
お
い
て
、
財
産
処
分
の
議

決
を
お
願
い
し
て
い
る
旨
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
公
共
施
設
に
か
か
る
譲
与
、

解
体
等
の
判
断
に
つ
い
て
、
現
在
、
策

定
中
の
公
共
施
設
再
編
計
画
の
評
価
と

併
せ
、
明
確
に
示
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
付
託
を
受
け
た
２
議

案
は
、い
ず
れ
も
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

■
文
教
福
祉
常
任
委
員
会

　

市
の
健
康
福
祉
部
、
子
ど
も
未

来
部
、
高
島
市
民
病
院
、
介
護
老

人
保
健
施
設
、
福
祉
事
務
所
、
教

育
委
員
会
が
所
管
す
る
事
業
の
調

査
・
研
究
や
条
例
な
ど
の
議
案
等

を
審
査
し
ま
す
。

■
産
業
建
設
常
任
委
員
会

　

市
の
環
境
部
、
農
林
水
産
部
、

商
工
観
光
部
、
都
市
建
設
部
、
農

業
委
員
会
が
所
管
す
る
事
業
の
調

査
・
研
究
や
条
例
な
ど
の
議
案
を

審
査
し
ま
す
。
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●
平
成
29
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
…

　

当
初
予
算
と
補
正
予
算
を
合
わ
せ
た

予
算
総
額
は
、
２
８
１
億
５
，
９
０
０

万
円

　

前
年
度
よ
り
７
，
７
０
０
万
円
の
増

額
（
合
併
後
最
大
規
模
）

歳
出
の
特
徴

・
平
成
31
年
度
が
期
限
の
合
併
特
例
債

（
借
入
総
額
24
億
９
，
９
０
０
万
円
）

を
財
源
と
し
た
、
橋
梁
の
長
寿
命
化

事
業
や
消
雪
施
設
整
備
事
業
な
ど
の

イ
ン
フ
ラ
整
備
や
現
庁
舎
の
増
築
工

事
、
支
所
の
耐
震
工
事　

な
ど

・
ふ
る
さ
と
納
税
３
億
８
，
０
０
０
万

円
を
活
用
し
、
中
学
生
ま
で
の
医
療

費
助
成
、
妊
婦
健
診
の
全
額
助
成
や

第
２
子
以
降
の
保
育
料
の
無
料
化　

な
ど

・
斎
場
施
設
改
修
事
業

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
、
ト
イ
レ
の

改
修
等　
　
　

1
億
円

・
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
構
築

事
業

　
　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用
し
、
全

国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
端

末
か
ら
、
住
民
票
写
し
等
の
交
付
を

受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
。（
平

成
29
年
7
月
導
入
予
定
）

　
　
　
　
　
　
　

６
，
４
２
４
万
円

　
●
平
成
29
年
度
の
特
別
会
計
・
事
業
会

計
…

　

朽
木
診
療
所
の
高
島
市
民
病
院
統
合

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の

直
診
勘
定
が
な
く
な
り
病
院
事
業
会
計

に
含
ま
れ
た
ほ
か
、
農
林
業
集
落
排
水

事
業
と
下
水
道
事
業
の
特
別
会
計
が
下

水
道
事
業
会
計
に
移
行
。

　

採
決
の
結
果
、
付
託
を
受
け
た
21
議

案
は
、い
ず
れ
も
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

予　算
常任委員会

委員長 秋永安次

委員会報告

本会議での討論

賛
成

賛
成

賛
成

　

人
件
費
や
社
会
保
障
費
な
ど
義
務
的
経

費
、
継
続
が
必
要
な
事
業
や
維
持
補
修
事

業
な
ど
の
骨
格
予
算
と
い
う
性
格
だ
が
、

市
民
生
活
・
教
育
・
福
祉
の
向
上
に
資
す

る
必
要
な
経
費
と
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り

賛
成
す
る
。

　

一
般
会
計
予
算
を
補
完
し
、
地
方
創
生

総
合
戦
略
に
基
づ
く
事
業
を
実
施
す
る
為

の
も
の
で
も
あ
る
。
高
島
市
独
自
の
子
育

て
支
援
策
等
も
盛
り
込
ま
れ
、
各
種
交
付

金
や
補
助
金
の
活
用
な
ど
、
計
画
的
な
財

政
運
営
で
あ
る
と
評
価
し
、
賛
成
す
る
。

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
一
般
会
計

か
ら
繰
り
入
れ
る
な
ど
厳
し
い
状
況
が
続

い
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
、
被
保
険
者
の
負
担
軽
減
を

可
能
な
限
り
図
り
な
が
ら
、
増
加
す
る
医

療
費
に
対
応
し
、
国
保
財
政
の
健
全
な
運

営
に
努
め
て
い
る
。

河
越
安
実
治

廣
部
真
造

今
城
克
啓

反
対

反
対

反
対

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
切
下
げ
を
い
く
つ
も
含

む
当
初
予
算
だ
。
個
人
情
報
安
全
管
理
が

万
全
で
な
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
実
施
や
学
校

給
食
調
理
の
民
営
化
拡
大
、
安
曇
川
上
水

施
設
改
良
事
業
に
充
て
る
予
算
は
原
因
者

負
担
と
考
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
賛
同
で
き

な
い
。

　

地
方
債
な
ど
借
入
金
が
上
回
る
予
算
案

は
、
庁
舎
整
備
費
が
一
定
の
ウ
エ
イ
ト
を

占
め
て
い
る
。
就
学
援
助
金
の
充
実
・
学

校
給
食
費
の
軽
減
に
は
応
え
ず
、
高
齢
者

や
障
が
い
者
の
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
券
を
減

ら
す
予
算
は
市
民
生
活
を
さ
ら
に
縮
め
る

予
算
案
だ
。

　

県
下
で
医
療
施
設
と
所
得
の
南
北
格
差

が
あ
る
中
、「
一
般
会
計
か
ら
の
規
定
外

繰
入
れ
を
除
く
１
人
当
り
医
療
費
の
県
下

統
一
」
を
定
め
、
19
市
町
が
納
付
金
を
県

に
納
め
る
方
向
だ
。
統
一
額
が
高
く
な
る

可
能
性
が
強
く
、
納
め
ら
れ
な
い
市
民
が

増
え
る
懸
念
が
あ
る
。

森
脇　

徹

福
井
節
子

森
脇　

徹

平
成
29
年
度
高
島
市
一
般
会
計
予
算
案

平
成
29
年
度
高
島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
案

平
成
29
年
度
高
島
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
案平

成
27
年
度
高
島
市
水
道

事
業
決
算
の
認
定
に
つ
い

て

可決
すべき

■
予
算
常
任
委
員
会

　

各
会
計
予
算
の
執
行
状
況
等
に

関
す
る
事
項
を
審
査
し
ま
す
。
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案　　件　　名 結果
人
事 同意第１号 高島市監査委員の選任につき同意を求めることについて 同　　意
議
決 議第１号 専決処分につき承認を求めることについて（平成２８年度高島市一般会計補正予算（第７号）） 承　　認
発
　
議

発議第１号 高島市議会委員会条例の一部を改正する条例案 原案可決
発議第２号 高島市議会会議規則の一部を改正する規則案 原案可決

案　　件　　名 結果

人
　
　
　
　
事

同意第２号 高島市監査委員の選任につき同意を求めることについて 同　　意
同意第３号 高島市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 同　　意
同意第４号 高島市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 同　　意
同意第５号 高島市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 同　　意
同意第６号 高島市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 同　　意
同意第７号 高島市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 同　　意
同意第８号 高島市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 同　　意

議
　
　
　
　
　
決

議第２号
災害による財産の損害に対する相互救済事業の委託について

原案可決現在加入している、一般財団法人全国自治協会の公有物件災害共済が、加入町村の減少により平成２９年度より保険料が
大幅に上昇することから、公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済に移行する

議第３号
変更協定の締結につき議決を求めることについて（琵琶湖流域下水道高島浄化センター汚水処理施設共同整備事業の施
設等の建築工事等委託） 原案可決

工事等委託料　１４０，４４６，４４０円（４６，２８６，５６０円減額）　協定の相手方  滋賀県知事

議第４号
変更協定の締結につき議決を求めることについて（琵琶湖流域下水道高島浄化センター汚水処理施設共同整備事業の施
設等の電気設備工事等委託）	 原案可決

工事等委託料　２０４，０３２，３６０円（３０，６５９，６４０円減額）　協定の相手方  滋賀県知事

議第５号
変更協定の締結につき議決を求めることについて（琵琶湖流域下水道高島浄化センター汚水処理施設共同整備事業の施
設等の機械設備工事等委託）	 原案可決

工事等委託料　３４１，７１６，１６０円（４７，０５８，８４０円減額）　協定の相手方  滋賀県知事

議第６号
浄化槽に係る汚泥およびし尿の処理の事務を委託することにつき議決を求めることについて	

原案可決琵琶湖流域下水道高島浄化センター内に本市のし尿・浄化槽汚泥受入施設を整備し、同浄化センターで受入共同処理を行
うため、滋賀県に処理事務を委託する。

議第７号
財産の処分につき議決を求めることについて（今津椋川多目的研修集会施設）	

原案可決
「今津椋川多目的研修集会施設」を椋川区に譲与するもの。

議第８号
財産の処分につき議決を求めることについて（安曇川上古賀農機具格納庫）	

原案可決
「安曇川上古賀農機具格納庫」を上古賀区に譲与するもの。

条
　
　
　
　
　
　
例

議第 10 号
高島市附属機関設置条例の一部を改正する条例案	

原案可決
附属機関として「高島市職員分限懲戒審査委員会」および「高島市プロポーザル審査委員会」を新規に設置するもの。

議第 11 号
高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決地方公務員の育児休業等に関する法律および育児休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正と、
国における見直しの内容に即し、所要の改正を行うもの。

議第 12 号
高島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決地方公務員の育児休業等に関する法律および育児休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正と、
国における見直しの内容に即し、所要の改正を行うもの。

議第 13 号
高島市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決訪問看護ステーションに勤務する看護師および准看護師が、正規の勤務時間以外などにおいて緊急呼び出しを受け訪問看
護業務に従事した場合に緊急訪問看護手当を支給するため、所要の改正を行うもの。

議第 14 号
高島市部設置条例の一部を改正する条例案

原案可決
平成２９年度の組織・機構改革を行うため部の再編および名称の変更等を行うもの。

議第 16 号
高島市若者定住促進条例の一部を改正する条例案

原案可決持続的な地域社会の実現に向け、若者の定着やＵターンの促進に向けた政策を、市民や事業者等と連携して今後も一層推
進するため、平成２９年３月３１日までとしていた期限を撤廃するなど所要の改正を行うもの。

議第 17 号
高島市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決空家等対策を機能的に執行し、関係機関との協働により実効性を高めるため、空家等対策の推進に関する特別措置法第７
条第１項の規定により、高島市空家対策協議会を設置するため所要の改正を行うもの。

議第 19 号
今津あいあいタウン地域交流センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案	

原案可決高島市今津あいあいタウン地域交流センターについて、放課後児童健全育成事業等児童の健全育成に活用できるよう設置
目的を加え、機能の複合化を図るため所要の改正を行うもの。

議第 20 号
高島市朽木介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決当施設の利用実態に合わせ会館時間を変更し、併せて使用者が施設の使用により収入を得る場合の使用料について新たに
規定するもの。

平成 29年第１回臨時会（２月21日）　議案審議結果（全員賛成分）

３月定例会　議案審議結果（全員賛成分）


